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平成２９年群馬東部水道企業団議会９月定例会会議録 

 

 

平成２９年１０月１０日（火曜日） 

 

 

１ 出席議員 １２名 

   １番 町 田 正 行    ２番 高 橋 美 博 

   ３番 石 倉   稔    ４番 河 野 哲 雄 

５番 向 井   誠    ６番 金 子   實 

７番 杉 山 英 行    ８番 黒 野 一 郎 

９番 川 島 吉 男   １０番 襟 川 仁 志 

１１番 青 木   満   １２番 小 島 幸 典 

 

２ 説明のために出席したもの １０名 

企 業 長 清 水 聖 義    副企業長 須 藤 和 臣 

副企業長 石 原   条    副企業長 金 子 正 一    

局  長 鈴 木 信 行    次  長 久 保 田  均    

次  長 正 田 昌 之    企画課長 篠 木 達 哉            

館林支所長 中 里 昭 彦     みどり支所長 関 口 洋 一 

 

３ その他出席した者 ４名 

   太田市議会事務局長 石 川 秀 之 

書  記 峯 岸   潤    書  記 岩 﨑 洋 典    

書  記 川 﨑 千 穂 
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議事日程（第１号） 

            平成２９年１０月１０日 午後２時３０分 開議 

            群馬東部水道企業団議会議長 町田 正行 

 

第１  議席の指定 

第２  会期の決定 

第３  会議録署名議員の指名 

第４  報告第 １号 平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会計予算

の繰越しについて 

    報告第 ２号 平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会計決算

に基づく資金不足比率について 

第５  議案第 ９号 平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会計決算

認定について 

第６  議案第１０号 平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会計未処

分利益剰余金処分について 

第７  議案第１１号 平成２９年度群馬東部水道企業団水道事業会計補正

予算（第１号）について 

  

 

 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程に同じ 

 

◎開会 

午後２時３５分開会 

 

議長（町田正行） 只今から告示第２８号をもって招集されました、平成２９

年群馬東部水道企業団議会９月定例会を開会いたします。 

 

◎開  議 

 

議長（町田正行） これより本日の会議を開きます。 
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◎日  程 

 

議長（町田正行） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布申し上げたと

おりであります。その順序により会議を進めたいと思いますので、ご了承願い

ます。 

 

◎議席の指定 

 

議長（町田正行） 日程第１、議席の指定を行います。 

議席は、議長において指定いたします。議員の氏名と議席の番号を石川局長

に朗読させます。 

 

議会事務局長（石川秀之） それでは朗読いたします。 

９番、川島吉男議員。 

以上でございます。 

 

議長（町田正行） 只今、朗読したとおり、議席を指定いたします。 

 

議会事務局長（石川秀之） 恐れ入ります。川島議員にあっては、お手元の席

札の議席番号に掛けてございます白紙を、お取りいただきたいと思います。 

 

◎会期の決定 

 

議長（町田正行） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

今定例会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、これにご異議あり

ませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

議長（町田正行） ご異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いた

しました。 

 

◎会議録署名議員の指名 

 

議長（町田正行） 次に、日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、議長において、５番、向井誠議員、６番、金子實議員を

指名いたします。 
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◎議案上程 

 

議長（町田正行） 次に、日程第４、報告第１号から第２号までの２件を一括

議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（町田正行） 朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

 

（鈴木局長挙手） 

 

議長（町田正行） 鈴木局長。 

 

局長（鈴木信行） それではまず、報告第１号「平成２８年度群馬東部水道企

業団水道事業会計予算の繰越しについて」ご説明を申し上げます。  

議案書の１ページ及び２ページ「平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業

会計予算繰越明細計算書」を、お開き願います。 

 本件は、水道事業における配水管の布設や布設替工事、舗装本復旧工事及び

太陽光発電所建設工事につきまして、いずれも事業の完了が翌年度になるため、

２ページの予算繰越計算書にお示しいたしましたとおり、繰越したものでござ

います。 

 

局長（鈴木信行） 次に、報告第２号「平成２８年度群馬東部水道企業団水道

事業会計決算に基づく資金不足比率について」ご説明を申し上げます。  

議案書の３ページ及び４ページの「平成２８年度群馬東部水道企業団水道事

業会計決算に基づく資金不足比率について」を、お開き願います。 

 本件は、平成２８年度水道事業会計決算時において、資金の不足の状況を数

値化したものでございます。 

 当企業団における資金不足比率につきましては、現金預金などの資産が、未

払金などの負債額を上回っており、資金に余力が有ることから、資金不足比率

は無しでございます。 

以上２件につきまして、ご報告申し上げましたが、よろしくお願い申し上げ

ます。  
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議長（町田正行） 続いて、監査委員から資金不足比率の審査結果の報告を求

めます。 

（久保田監査委員書記挙手） 

 

議長（町田正行） 久保田書記。 

 

監査委員書記（久保田均） 監査委員書記の久保田でございます。  

それでは、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく「平

成２８年度群馬東部水道企業団資金不足比率の審査結果」をご報告申

し上げます。 

企業長から審査に付されました資金不足比率並びにその算定の基礎

となる事項を記載しました書類が、適正に作成されているかどうかを

主眼として審査を実施いたしました。 

 なお、審査過程においては、関係職員から説明を聴取させていただ

きました。  

審査の結果、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成

されているものと認めることができ、資金不足比率は、資金不足が生

じていないため、地方公営企業の健全性を判断する経営健全化基準を

下回り、極めて良好であることが確認されました。  

今後も、引き続き健全な財政構造を維持していただくことを要望い

たしまして、平成２８年度資金不足率の審査結果の報告とさせていた

だきます。 

どうぞよろしくお願いいたしします。 

 

◎質  疑 

 

議長（町田正行） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

（なしとの声あり） 

 

議長（町田正行） 別に、ご質疑もないようですから、以上で報告を終わりま

す。 

 

◎議案上程 
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議長（町田正行） 次に、日程第５、議案第９号を議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（町田正行） 朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

（鈴木局長挙手） 

 

議長（町田正行） 鈴木局長。 

 

局長（鈴木信行） 議案第９号、「平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会

計決算認定について」提案理由のご説明を申し上げます。  

議案書の５ページ及び別冊の「平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会

計決算書」の１ページをお開き願います。 

平成２８年度の群馬東部水道企業団水道事業会計決算につきましては、収益

的収入では、９９億３１１７万１９９０円、収益的支出では、８８億１１８２

万６８２６円となり、消費税を抜いた差引利益は、９億５４３８万７０１１円

となりました。 

また、資本的収入では、２０億１７７５万８４５円となり、資本的支出では、

５２億４５０８万１３１３円となり、差し引き不足額については、損益勘定留

保資金等にて補填しております。 

また、この決算につきましては、既に監査委員の審査も終了しておりますの

で、意見書を付し、関係書類を添えてご提案申し上げるものでございます。  

以上、議案第９号について提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしく

ご審議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 

議長（町田正行） 続いて、監査委員から決算審査の報告を求めます。 

 

（久保田監査委員書記挙手） 

 

議長（町田正行） 久保田書記。 

 

監査委員書記（久保田均） それでは、「平成２８年度群馬東部水道企業

団水道事業会計決算の審査結果」をご報告申し上げます。 

企業長から審査に付されました企業団の初めての決算諸表が「経営

成績及び財政状態を適正に表示しているか」また「統合後の事業運営
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における経済性は発揮できているか」を主眼として審査を実施いたし

ました。 

なお、決算審査過程においては、決算諸表、関係帳簿及び証拠書類

の照合を行うとともに、関係職員から説明を聴取させていただきまし

た。 

審査の結果、決算諸表は、経営成績及び財政状態を概ね適正に表示

していると認めることができました。 

また、事業運営の審査結果につきましては、意見書３ページ以降に

記載してございます。この中の経営成績につきましては、８ページに

記載しましたとおり、総収益から総費用を差し引きますと、９億５４

３８万７０１１円の純利益となっています。 

当年度の収益並びに費用は、前年度の構成市町の各決算を合算した

値と比較して共に減少していますが、費用につきましては、収益の減

少を上回る減少となっています。このことは、事業統合のスケールメ

ッリトを活かした費用圧縮効果が確認できるもので、事業運営におけ

る経済性が向上したと言えます。 

最後に、今後も、さらに人口の減少や節水意識の高まりなどにより、

給水収益が減少することが容易に予想されます。事業統合に伴う国か

らの交付金、官民出資会社による包括事業運営を活用しながら、スケ

ールメリット最大限に発揮し、効率的な運営に努めるとともに、住民

に安全で安心な水道水の供給に努められることを望むものでございま

す。 

以上、平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業会計決算の審査結

果報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

◎質  疑 

 

議長（町田正行） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

（なしとの声あり） 

 

議長（町田正行） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討  論 
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議長（町田正行） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（なしとの声あり） 

 

議長（町田正行） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

◎表  決 

 

議長（町田正行） これより採決いたします。 

 議案第９号を原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（町田正行） 挙手全員、よって本案は原案のとおり認定されました。 

 

◎議案上程 

 

議長（町田正行） 次に、日程第６、議案第１０号を議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 

 

議長（町田正行） 朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

（鈴木局長挙手） 

 

議長（町田正行） 鈴木局長。 

 

局長（鈴木信行） 議案第１０号「平成２８年度群馬東部水道企業団水道事業

会計未処分利益剰余金処分について」提案理由のご説明を申し上げます。  

議案書の６ページ及び別冊「決算書」の６ページの下、「平成２８年度群馬東

部水道企業団水道事業未処分利益剰余金処分計算書（案）」を、お開き願います。   

平成２８年度決算における剰余金の残高は２９億４８３１万８７８７円であ

りますが、各積立金への積立て及び資本金へ組入れについては、減債積立金へ

４８６０万円、建設改良積立金へ２０億３１４０万円を積立てするとともに、

資本金へ８億６１９０万３１２０円の組入れを行い、剰余金の処分を行うもの

です。 
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 以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご賛同

賜りますようお願い申しあげます。 

 

◎質  疑 

 

議長（町田正行） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑ございませんか。 

 

（なしとの声あり） 

 

議長（町田正行） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討  論 

 

議長（町田正行） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（なしとの声あり） 

 

議長（町田正行） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（町田正行） これより採決いたします。 

 議案第１０号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（町田正行） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案上程 

 

議長（町田正行） 次に、日程第７、議案第１１号を議題といたします。 

 

◎提案理由の説明 
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議長（町田正行） 朗読を省略し、ただちに提出者から提案理由の説明を求め

ます。 

（鈴木局長挙手） 

 

議長（町田正行） 鈴木局長。 

 

局長（鈴木信行） 議案第１１号「平成２９年度群馬東部水道企業団水道事業

会計予算（第１号）について」提案理由のご説明を申し上げます。  

議案書の７ページ及び別冊の「平成２９年度群馬東部水道企業団水道事業会

計補正予算書（第１号）」の１ページを、お開き願います。 

第２条は、各事業の業務の予定量を補正するものでございます。 

第３条の収益的収入及び支出につきまして、収入では、営業外収益のうち、

受取利息の増及び雑収益の減により、７９万５千円の減額補正、支出では、営

業費用のうち、人件費及び受水費の減と、配水塔解体による費用不足分の増、

営業外費用のうち、納付する消費税及び地方消費税の減により、総額１億１６

８２万７千円の減額補正でございます。 

第４条の資本的収入及び支出につきましては、収入が、国庫補助金と工事負

担金の減による、３億８７０９万８千円の減額補正、支出が、建設改良費の増

と、国庫補助金返還金の減による、総額５億７５０６万８千円の増額補正でご

ざいます。 

この結果、資本的収入額から資本的支出額を差し引いた不足額の増額につき

ましては、第４条本文に記載のとおり、当年度消費税及び地方消費税資本的収

支調整額などを増額し、充当するものでございます。 

続きまして、予算書の２ページをご覧ください。 

第５条につきましては、当初予算からの職員数の減により、職員給与費を２

１９１万円減額するものでございます。 

３ページ以降に、実施計画等を添付しておりますので、後程ご覧いただきた

いと思います。 

以上、議案第１１号「平成２９年度群馬東部水道企業団水道事業会計補正予

算（第１号）について」提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審

議の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 

◎質  疑 

 

議長（町田正行） これより質疑に入ります。 

ただいまの説明に対し、ご質疑等ございませんか。 
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（なしとの声あり） 

 

議長（町田正行） 別に、ご質疑もないようですから、以上で質疑を打ち切り

ます。 

 

◎討  論 

 

議長（町田正行） これより討論に入ります。討論ありませんか。 

 

（なしとの声あり） 

 

議長（町田正行） 別に、討論もないようですから、以上で討論を打ち切りま

す。 

 

◎表  決 

 

議長（町田正行） これより採決いたします。 

 議案第１１号を原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。 

 

（挙手全員） 

 

議長（町田正行） 挙手全員、よって本案は原案のとおり可決されました。 

 

◎閉会 

 

議長（町田正行） 以上をもちまして、今定例会の議事全てを終了致しました

ので、これをもって閉会と致します。 

 大変ありがとうございました。 

 

 

 

 

午後１４時５４分閉会 
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群馬東部水道企業団議会議長  

 町 田 正 行  

   

群馬東部水道企業団議会議員 

 

                    向 井   誠  

 

群馬東部水道企業団議会議員 

 

 金 子   實  

       
 


